
単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

施策意図

平成２２年度 施策評価表

施策名 薬事衛生
担当部 保健所

担当課 生活衛生課

医薬品等の安全が保たれている。

現状と課題

 薬事衛生は都道府県事務が主体であったが、平成17年度の東京都第2次分権計画
で薬局許可・監視等の大規模事務が特別区に委譲され、特別区も政令指定都市と同
様の薬事業務を担うことになった。昨年は改正薬事法の施行もあり、改正法に則した
監視指導の実施と都区連携による事務の円滑な推進が必要である。

２２年度２０年度 ２１年度成果指標 指標根拠 １８年度 １９年度

1
医薬品等の検査
適合率

％

医薬品等の検査
適合率（適合数
÷総検査数）×
100

100.00 100.00

100.00

100.00 100.00 100.00

2
薬局等の検査適
合率

％
薬局等の検査適
合率（適合数÷
総検査数）×100

90.00

97.06 96.60 100.00

92.00 92.10

91.90 92.60 96.90 98.50

92.00 92.00

3
医薬品等の安全
に関心を持ってい
る区民の割合

％
政策・施策マーケ
ティング調査

84.00 84.00 84.00

84.20 83.90 81.30 85.40

83.30 84.00

評価・
分析

成
果

　医薬品等の検査適合率で市販医薬品の適合率は100%を維持しており、市販医薬品は安
全といえる。平成18年度・20年度の適合率が97%となっているのは、めっき施設の廃水等で
不適があったためである。これらの不適施設もその後の重点指導により改善された。ま
た、薬局等の検査適合率は良好な実績を示しており、店舗の管理が概ね適正であると言
える。さらに、医薬品に対する関心度も80％を超え、区民の健康に関する意識の高さがわ
かる。

コ
ス
ト

　H21年度は改正薬事法に対応した新システムの導入によるコスト増があったが、事業に
おける大半が人件費であり、今後、増加の傾向はない。

成果向上
のための
取組方針

　施策を取り巻く環境の変化としては、50年ぶりの薬事法大改正により薬局以外での医薬
品販売が認められた（店舗販売業）。この改正は平成21年6月から施行されており、薬事業
態に改正法の理解と遵守をさせることが急務である。また改正法により医薬品販売の規制
が緩和されたことにより、施設の増加による許可事務や監視量増が見込まれ、これに対応
した監視体制等の整備が必要である。





96.60 100.00 100.00

96.90 98.50 92.10

87.93 45.56 50.00

－ － －

0.00 0.00 100.00

－ － － 10,158 B

20.92

4.51

290 B

0 10,158 1

1,900 2,190 －

36,206

-1

74.57

36,207

薬局等の検査適合率（適
合数÷総検査数）×100
（％）

２１
実績

２０実績  ２１実績

事務事業コスト（千円）

B

取組
内容

増減額
施策内
割合(%)

講習会参加率（講習会参
加施設数÷全施設数）×
100　　（H19薬局、H20販
売業、H21毒劇、H22薬
局）（％）

－

医薬衛生管理システ
ム運用

事務事業名
成果指標

－

薬事衛生許認可事
務・監視指導

医薬品等の検査適合率
（適合数÷総検査数）×
100（％）

無

担当課 生活衛生課
施策名

無

薬事衛生普及・啓発

指標名（単位）
２０

実績

医薬衛生システムの１
００％稼動(％）

平成２２年度 施策別事務事業一覧表

職員が
直接関
与する
根拠法

令

効率性
の分析

2

48,554

有

２２
目標

施策トータルコスト
（千円）

保健所担当部

薬事衛生



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

評価・
分析

成
果

成果指標１の食品等の収去検査適合率については目標を上回った。個別指導により食中
毒等の食品事故の防止に努めた。成果指標２の食品等の表示適合率については目標を
達成した。食品表示は、食品衛生法だけではなくJAS法等他の法令も関わって表示項目も
増加し複雑化しているため、食品等事業者にも多大な負担となっているが指導の効果が上
がった。成果指標３のマーケティング調査については、食品の安全についての関心の高さ
がうかがわれる。

コ
ス
ト

検査機材の老朽化に伴う検査検体の受入れ体制の問題で、事業費（収去検査の検査委
託費）は増加した。人件費は微減であった。

成果向上
のための
取組方針

　本施策は、食品衛生法等関係法令に基づく食品営業許認可・監視指導業務が中心であ
る。食品衛生法に基づき、毎年食品衛生監視指導計画を策定し、タイムリーな事業を組む
ようにしている。また、統計的に食中毒事件の発生が多い業種及び食中毒が発生した場
合に大規模な患者発生につながる集団給食施設等の大量調理施設には年間立入検査回
数を増やすなどリスク管理に努めている。
　また、消費者への正しい情報発信を様々な媒体で機会を捉えて普及啓発に努めること
で、区民が安全で安心な食生活を享受できるよう取り組む必要がある。

88.50 88.70 88.90

90.60 93.30 91.80 93.30

3
食品の安全に関
心を持っている区
民の割合

％
政策・施策マーケ
ティング調査

88.10 88.30

100.00 100.00 100.00 100.00

99.51 99.78 99.86 100.00

96.76 96.37 95.93 96.84

2
食品等の表示適
合率

％
適合数/総検査
数×100

100.00

２２年度

1
食品等の収去検
査適合率

％
適合数/総検査
数×100

96.20 96.30 96.40 96.50 96.60

施策意図 食品の安全が保たれている。

現状と課題

調理従事者からの二次汚染によるノロウイルス食中毒、鶏刺しや鶏ワサを喫食して
起こるカンピロバクター食中毒など、身近で食中毒が起こっている。また、アレルギー
物質表示の欠落や不適正な期限表示の記載など、食品等事業者からの自主回収報
告が後を絶たない。
区民の食品の安全性に対する不安を払拭するため、食品等事業者への監視指導を
強化するとともに自主的衛生管理を支援する必要がある。

成果指標 指標根拠 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

平成２２年度 施策評価表

施策名 食品衛生
担当部 保健所

担当課 生活衛生課





95.93 96.84 96.60

97.10 97.24 98.00

3,746 3,722 3,000

868 786 1,000

408 366 400

1,135 1,222 1,200 -4 A

0.26

9.11

-1,271 A

392 388 －

2

135,386

-9,253

90.63

A

14,880 13,609

144,639

事務事業名
成果指標

食品営業者向け講習
会参加者数（人）

食品衛生普及・啓発

食品衛生許認可事
務・監視指導

食品等収去検査適合率
基準適合数/総検査数×
100(%)

２０
実績

食品営業施設への巡
回指導実施件数（件）

生活衛生課

２０実績  ２１実績

事務事業コスト（千円）
取組
内容

施策内
割合(%)

講習会出席者数（営業
者等）（人）

講習会出席者数（消費
者等）（人）

食品衛生協会助成

増減額

平成２２年度 施策別事務事業一覧表

職員が
直接関
与する
根拠法

令

効率性
の分析

2

149,383

有

２２
目標

施策名

無

食品衛生

有

担当課

施策トータルコスト
（千円）

保健所担当部

指標名（単位）

現場簡易検査適合率
食中毒菌不検出数/総検
査数×100(%)

２１
実績



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

施策意図

平成２２年度 施策評価表

施策名 環境衛生
担当部 保健所　

担当課 生活衛生課

生活環境の衛生が保たれている。

現状と課題

①需要の増加に伴う墓地の申請が増え、隣接住民等とのトラブルが発生している。
②国際化に伴う感染症（SARS、ウエストナイル熱等）の発生に対して、迅速に対応す
る体制を整備する必要がある。③ネズミ対策の相談など、解決が困難な苦情が増え
ている。④蚊の対策について、環境汚染問題等に配慮し、薬剤に頼らない方法を検
討する必要がある。

２２年度２０年度 ２１年度成果指標 指標根拠 １８年度 １９年度

1
環境衛生施設の
検査適合率

％
適合数÷検査施
設数×100

82.90 83.20

88.70

83.60 83.90 84.30

2 － － －

－

90.59 88.59 90.19

－ －

－ － － －

－ －

3 － － －

－ － －

－ － － －

－ －

評価・
分析

成
果

　本施策は、関係法令に基づく許認可・監視指導が中心である。実績は年度により多少の
増減はあるものの、目標値を上回り、適正かつ効果的に行われている。

コ
ス
ト

　コストの減少は、人件費を除いては事業費の減少である。事業費減少の主な要因として
は、駆除の対象の有害蜂の発生数が減少したことによる駆除委託費の減少の割合が大き
い。

成果向上
のための
取組方針

　環境衛生許認可事務・監視指導業務については、今後、法令等の大幅な改正がなけれ
ば、現状の業務について、年間を通じコスト削減に努めつつ、成果向上のために努力して
いく。
　環境衛生普及・啓発業務については、衛生講習会の開催や、害虫に関する相談受付体
制の強化を図り、衛生知識の普及や、ねずみや害虫等の被害防止につなげ、相談数の減
少に努めていく。





88.59 90.19 100.00

－ － －

398 366 450

－ － －

147 156 100

273 224 250

施策名

有

環境衛生

無

担当課

指標名（単位）

平成２２年度 施策別事務事業一覧表

職員が
直接関
与する
根拠法

令

効率性
の分析

－

79,732

有

２２
目標

施策トータルコスト
（千円）

保健所担当部

増減額

－

２１
実績

２０
実績

苦情・相談件数（犬に
関するもの）（件）

動物適正飼養推進

生活衛生課

２０実績  ２１実績

事務事業コスト（千円）
取組
内容

－

43,532

-4,121

54.60

B

事務事業名
成果指標

苦情・相談件数（猫に
関するもの）（件）

環境衛生普及・啓発

環境衛生許認可事
務・監視指導

営業施設理化学検査適合率
(衛生基準適合施設数/理化
学検査施設数×100)(%)

環境衛生講習会参加
人数（人）

－

19,815 18,229

47,653

施策内
割合(%)

-804 B

22.54

22.86

-1,586 B

18,775 17,971 －



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

評価・
分析

成
果

1　区医師会と協力して、感染症サーベイランス情報を関係機関に情報提供し、区内感染症発生予
防や対応に役立てている。発生が予測される感染症は、ホームページ・広報等で区民に情報提供・
普及啓発し、関係者への健康教育を積極的に行っている。また、学校や保育園等の集団施設での
感染症発生時は、即時に積極的疫学調査で現地状況を把握し、感染の拡大防止の対策会議を開
き、健康調査等にて感染症の発症を確認している。
２　地域DOTSを推進し、結核患者の治療完遂をした。結核患者の発生時には、適正な調査を迅速
に実施した対象者を抽出し、接触者検診を実施した。

コ
ス
ト

コストの８５％は予防接種事業が占めており、効果的に行われている。

成果向上
のための
取組方針

平常時については、感染症への正しい対応の普及啓発による予防行動の強化を図る。

発生時においては、迅速に積極的疫学調査を実施し、情報収集、患者対応、二次感染防
止を図るとともに、関係機関との連携をし適切な対応ができるよう日頃から体制を整備・強
化する。

今般の新型インフルエンザ、豚由来の新型インフルエンザ（A/H1N1)の発生対応に見られ
るように、健康危機管理対策は、区民の健康と生活を守るために大変重要である。
今後も、新興感染症等の発生時に即時に対応できる体制整備と財源の確保し区民の健康
と安全確保に万全を期する。

－ － －

－ － － －

3 － － －

－ －

17 16 16 10

17 13 15 8

151 129 133 122

2
感染症（1～3類・
結核を除く）の届
出患者数

人

感染症の予防及び
感染症の患者に対
する医療に関する
法律に基づく医師
の届出数

18

２２年度

1
結核の届出患者
数

人

感染症の予防及び
感染症の患者に対
する医療に関する
法律に基づく医師
の届出数

150 145 145 145 120

施策意図 区民が感染症を予防し、感染症の発生や拡大が抑制されている。

現状と課題

　感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法律（以下、感染症法）が平成10
年に制定され、以後も状況に応じて改正が続き、感染症に対しては、迅速かつ的確な
対応が図られている。　感染症発生時の感染拡大の防止等について、関係機関と連
携した体制を整備する必要がある。
　
　結核については、減少を続けているが、国や東京都よりも罹患率が高い状態であ
る。結核の早期発見や蔓延防止、多剤耐性菌防止のため、接触者検診の徹底、結核
患者への適切な服薬の支援が課題である。

成果指標 指標根拠 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

平成２２年度 施策評価表

施策名 感染症対策
担当部 保健所

担当課 保健予防課





68.53 69.29 80.00

－ － －

31.70 13.60 96.00

362.00 253.00 350.00

100.00 94.40 100.00

0 0 0

94.20 94.00 95.00

45.13 40.14 50.00

173.70 236.60 150.00

－ － －

95.00 100.00 100.00

86.70 78.60 85.00

115 97 100

－ － － 387 B

5.09

－

2

847 B

27,663

12,625

19,580 A

1,386

39,387 1

-6

1,622 B

7.24

1,380 －

0.25

1

予防接種事業

B

取組
内容

増減額
施策内
割合(%)

9,511

297

1.75

9,214

 ２１実績事務事業名
成果指標

2・3類感染症2次感染
発生件数 　（件）

狂犬病予防事業等

２１
実績

感染症予防対策

保健予防課

夜間休日案内業務委
託

問合せ受理件数　（件）

－

エイズ・性感染症対
策

エイズ・性感染症医療機
関紹介率（％）
（紹介数÷陽性者数）×
100

検査者増加率（％）
（当年検査者数÷平成16
年度検査者数）×100

DOTS対象者の治療完了
時のアンケートで、服薬
の飲み忘れがないと回答
した割合（％）

418,799 438,379

指標名（単位）
２０

実績

2・3類患者関係者検便実
施率＝(検便実施件数÷
対象者)×100 （％）

狂犬病予防注射接種
率(%)

－

-614

14,653

２歳時点での麻しんの
接種率　（％）

高齢者の接種率（実施件
数／対象者×１００）（％）

担当課

治療成功率　（％）
治療成功者数÷治療終
了者×100

事務事業コスト（千円）

2.58

14,039

２０実績

2.48

37,765

無

2

B

80.61

B

結核患者の治療成功
率向上事業

ウィルス肝炎対策事
業

無

B・Cウィルス肝炎検査
陽性者数（人）

－

27,276

平成２２年度 施策別事務事業一覧表

職員が
直接関
与する
根拠法

令

効率性
の分析

2

543,831

無

２２
目標

施策トータルコスト
（千円）

保健所担当部

施策名

有

無

無

感染症対策

無

13,472


